
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

高周波信号を発生する送信機、
複数の素子アンテナを有し前記送信機の出力を放射するフェーズとアレイアンテナ、

前記素子アンテナの励振位相を制御し
て前記フェーズドアレイアンテナのビーム方向を制御する空中線制御器、
前記送信機と前記フェーズドアレイアンテナとの間に挿入され、前記空中線制御器の信号
により、前記送信機の出力をビーム方向 応じて
減衰させる可変減衰器を備えたことを特徴とする送信電力制御装置。
【請求項２】
移動体に搭載され、 それぞれのビーム方
向が 制御可能な複数のフェーズドアレイアンテナを有し、衛星に搭載
された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
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移動体に搭載され、宇宙局に到達する電波の電界強度を一定になるよう制御する送信電力
制御装置であって、

前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段、
　前記宇宙局の位置を、予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段、
　前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記
移動体と前記宇宙局との距離を算出するとともに、

および前記移動体と前記宇宙局との距離に

互いに異なる方向に向けて配置されるとともに、
互いに異なる角度に



前記宇宙局の位置を、予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、
前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記複
数のフェーズドアレイアンテナのビーム方向をそれぞれ 制御する空中
線制御器と、
前記空中線制御器の信号により、前記送信機から

フェーズドアレイアンテナに入力する送信電力を、前記
フェーズドアレイアンテナの それぞれのビーム方向に応じてそれぞれ制御

する複数の可変減衰器とを有する送信電力制御装置を備え、
前記宇宙局が前記複数のフェーズドアレイアンテナの のビームの指向方向内にあると
き、前記宇宙局が受信する受信電界強度を前記ビーム方向 かかわら
ず一定に制御することを特徴とする無線送信装置。
【請求項３】
移動体に搭載され、ビーム方向の制御が可能なフェーズドアレイアンテナを有し、衛星に
搭載された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
前記宇宙局の位置を予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、
前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記移
動体と前記宇宙局との距離を算出するとともに前記フェーズドアレイアンテナのビーム方
向を制御する空中線制御器と、
前記空中線制御器の信号により、前記送信機から前記フェーズドアレイアンテナに入力す
る送信電力を、前記フェーズドアレイアンテナのビーム方向および前記移動体と前記宇宙
局間の距離とに応じて制御する可変減衰器とを有する送信電力制御装置とを備え、
前記ビーム方向があらかじめ定めた所定の角度内にあるとき、前記宇宙局が受信する受信
電界強度を、前記ビーム方向、及び、前記移動体と前記宇宙局との間の距離にかかわりな
く、一定に制御することを特徴とする無線送信装置。
【請求項４】
移動体に搭載され、 それぞれのビーム方
向が 制御可能な複数のフェーズドアレイアンテナを有し、衛星に搭載
された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
前記宇宙局の位置を予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、
前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記移
動体と前記宇宙局との距離を算出するとともに前記複数のフェーズドアレイアンテナのビ
ーム方向をそれぞれ 制御する空中線制御器と、
前記空中線制御器の信号により、前記送信機から前記ビームが前記宇宙局の方向に向けら
れたフェーズドアレイアンテナに入力する送信電力を、前記ビームが前記宇宙局の方向に
向けられたフェーズドアレイアンテナの それぞれのビーム方向と、前記移動体と前
記宇宙局間の距離とに応じて制御する複数の可変減衰器を有する送信電力制御装置とを備
え、
前記宇宙局が前記複数のフェーズドアレイアンテナの内の複数のビーム指向方向内にある
とき、前記宇宙局が受信する受信電界強度を前記ビームの方向、及び 、
前記移動体と前記宇宙局との距離にかかわりなく一定に制御することを特徴とする無線送
信装置。
【請求項５】

【請求項６】
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前記宇宙局の方向に

前記ビームが前記宇宙局の方向に向けら
れた ビームが前記宇宙局の方向に
向けられた 数と

複数
と前記ビームの数とに

互いに異なる方向に向けて配置されるとともに、
互いに異なる角度に

前記宇宙局の方向に

数と、

前記ビームの数と

　前記複数のフェーズドアレイアンテナは互いに９０度異なる方向に向けて配置されてい
ることを特徴とする請求項２または４に記載の無線送信装置。

　前記送信電力制御装置は、前記距離の１／２乗に比例して前記送信電力を制御すること



【請求項７】
移動体は航空機であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の無線

送信装置。
【請求項８】

宇宙局は地球を周回する衛星に搭載された衛星局であることを特徴とする請求項１乃
至７のいずれか一項に記載の無線送信装置。
【請求項９】

衛星は静止衛星であることを特徴とする請求項８に記載の無線送信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は移動体に搭載した無線送信装置から静止衛星または非静止衛星に向けて通信す
る際の送信電力制御装置とこれを用いた無線送信装置の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
地上に設置された地球局に設けた無線送信装置から静止衛星または非静止衛星（以下衛星
という）に向けて通信する場合、その通信の品質を向上する上で、衛星における受信信号
の電界強度が低すぎると受信が困難になるし、高すぎても他からの弱い信号に影響して他
の通信品質を低下させるので、適当なレベルに一定化することが必要である。
【０００３】
もちろん、地球局のアンテナは刻々と変化する衛星の位置を追跡して、アンテナのビーム
方向で常に衛星を捕らえるように制御される。それでも指向方向が水平に近い方向では大
地の影響を受けて期待したビームパターンが得られない場合があるし、また、周波数によ
っては大気中の気象現象の影響を受けることもある。したがって衛星の側で安定した受信
電界強度を確保することはそれほど容易ではない。
【０００４】
このような問題に対応する例として、図９は、例えば特開平９－１９２８４号公報に開示
されたもので、地球局から送信する信号にパイロット信号を載せ、これを受信した衛星か
ら同じ信号を返送して地球局で受信する閉ループを構成し、地球局は返送された信号中の
パイロット信号を解析して、この結果により衛星の受信電界強度が一定になるように地球
局送信機の送信電力を可変減衰器により調整するものである。
【０００５】
次に動作について図により説明する。
パイロット信号発生部２４が発生するパイロット信号及び送信データ処理部２５からのデ
ータを加算器２６で加算して送信部１に出力し、可変減衰器９を通じてアンテナ２から非
静止衛星（図示しない）に送信する。
非静止衛星からのビーコン信号電波及び非静止衛星で返送するパイロット信号電波をアン
テナ２３、受信部１０で受信し、ビーコン信号検出部１１、パイロット信号検出部１２で
ビーコン信号Ｒｂ、パイロット信号Ｒｐを検出する。
【０００６】
即ち、地球送信局２１が受信するパイロット信号Ｒｐのレベルは、送信電波Ｗｄｐにおけ
るパイロット信号の受信レベルＲｐに、非静止衛星のトランスポンダを通じた変換利得Ｇ
ｓを加え、かつ、地球送信局２１と非静止衛星との間の電波伝播路の損失Ｌ（往復路２Ｌ
）を差し引いた値となる。
また、地球局が受信するビーコン信号Ｒｂのレベルは、非静止衛星のビーコン信号の送信
レベルＰＢから地球局と非静止衛星との間の電波伝播路の損失Ｌを差し引いた値となる。
Ｒｐ＝Ｐｐ－Ｌ－Ｇｓ－Ｌ＝Ｐｐ＋Ｇｓ－２Ｌ
Ｒｂ＝ＰＢ－Ｌ
この信号レベルの差を演算部１３で平均化し、この補正信号Ｓｃｐを制御部１４で制御信
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を特徴とする請求項３または４に記載の無線送信装置。

前記

前記

前記



号Ｓｃに生成して可変減衰器９が高周波信号Ｓｔのレベルを可変（減衰）し、その可変高
周波信号Ｓｖｔを電力増幅部１７、アンテナ２を通じて送信電波Ｗｄｐとして非静止衛星
へ送信する。
Ｓｃｐ＝－（Ｒｐ－Ｒｂ）／２
【０００７】
ところで、衛星からの送信チャンネル数は容易に増設は出来ないし、電力も節約したいか
ら極めて貴重であるということが言えるが、図９の従来の例では、衛星からの送信チャン
ネルの何％かを常に送信電力制御のために割かなければならないと言う問題がある。また
、安定した閉ループを構成するためには、地球局側の姿勢が安定していることが必要で、
地球局が姿勢変化の激しい移動体（例えば航空機、艦船、車両）搭載局である場合には適
用できないと言う問題があった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来の衛星通信システムに於ける送信電力制御装置は、衛星からの送信手段の何％かを常
に電力制御のために割かなければならないと言う問題があった。また、閉ループを構成す
るため、地球局が姿勢変化の激しい移動体搭載局である場合には適用できないと言う問題
があった。
そして、複数の基地局からレベルの異なる信号が同時に衛星に到達すると干渉によりレベ
ルの低い信号の受信が困難となるという問題があった。
【０００９】
この発明は、移動体に搭載された地球局にも適用することができ、衛星側の送信チャンネ
ルを制御のために使用する必要のない送信電力制御装置およびこれを用いた無線送信装置
を得ることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
この発明による送信電力制御装置は、

高周波信号を発生する送信機、
複数の素子アンテナを有し前記送信機の出力を放射するフェーズとアレイアンテナ、

前記素子アンテナの励振位相を制御
して前記フェーズドアレイアンテナのビーム方向を制御する空中線制御器、
前記送信機と前記フェーズドアレイアンテナとの間に挿入され、前記空中線制御器の信号
により、前記送信機の出力をビーム方向 応じて
減衰させる可変減衰器を備えたものである。
【００１２】
また、移動体に搭載され、 それぞれのビ
ーム方向が 制御可能な複数のフェーズドアレイアンテナを有し、衛星
に搭載された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
前記宇宙局の位置を、予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、
前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記複
数のフェーズドアレイアンテナのビーム方向をそれぞれ 制御する空中
線制御器と、
前記空中線制御器の信号により、前記送信機から

フェーズドアレイアンテナに入力する送信電力を、前記
フェーズドアレイアンテナの それぞれのビーム方向に応じてそれぞれ制御
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移動体に搭載され、宇宙局に到達する電波の電界強
度を一定になるよう制御する送信電力制御装置であって、

前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段、
　前記宇宙局の位置を、予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段、
　前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、　前
記移動体と前記宇宙局との距離を算出するとともに、

および前記移動体と前記宇宙局との距離に

互いに異なる方向に向けて配置されるとともに、
互いに異なる角度に

前記宇宙局の方向に

前記ビームが前記宇宙局の方向に向けら
れた ビームが前記宇宙局の方向に
向けられた 数と



する複数の可変減衰器とを有する送信電力制御装置を備え、
前記宇宙局が前記複数のフェーズドアレイアンテナの のビームの指向方向内にあると
き、前記宇宙局が受信する受信電界強度を前記ビーム方向 かかわら
ず一定に制御するものである。
【００１３】
また、移動体に搭載され、ビーム方向の制御が可能なフェーズドアレイアンテナを有し、
衛星に搭載された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
宇宙局の位置を予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、移動体位置
姿勢算出手段の出力と宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、移動体と宇宙局との距離を
算出するとともにフェーズドアレイアンテナのビーム方向を制御する空中線制御器と、空
中線制御器の信号により、送信機からフェーズドアレイアンテナに入力する送信電力を、
フェーズドアレイアンテナのビーム方向および移動体と宇宙局間の距離とに応じて制御す
る可変減衰器とを有する送信電力制御装置とを備え、
ビーム方向があらかじめ定めた所定の角度内にあるとき、宇宙局が受信する受信電界強度
を、ビーム方向、及び、移動体と宇宙局との間の距離にかかわりなく、一定に制御するも
のである。
【００１４】
また、移動体に搭載され、 それぞれのビ
ーム方向が 制御可能な複数のフェーズドアレイアンテナを有し、衛星
に搭載された宇宙局との間で無線通信を行う無線送信装置であって、
高周波信号を発生する送信機と、
前記移動体の位置と姿勢を算出する移動体位置姿勢算出手段と、
前記宇宙局の位置を予め入力された軌道情報から算出する宇宙局位置算出手段と、
前記移動体位置姿勢算出手段の出力と前記宇宙局位置算出手段の出力とをもとに、前記移
動体と前記宇宙局との距離を算出するとともに前記複数のフェーズドアレイアンテナのビ
ーム方向をそれぞれ 制御する空中線制御器と、
前記空中線制御器の信号により、前記送信機から前記ビームが前記宇宙局の方向に向けら
れたフェーズドアレイアンテナに入力する送信電力を、前記ビームが前記宇宙局の方向に
向けられたフェーズドアレイアンテナの それぞれのビーム方向と、前記移動体と前
記宇宙局間の距離とに応じて制御する複数の可変減衰器を有する送信電力制御装置とを備
え、
前記宇宙局が前記複数のフェーズドアレイアンテナの内の複数のビーム指向方向内にある
とき、前記宇宙局が受信する受信電界強度を前記ビームの方向、及び 、
前記移動体と前記宇宙局との距離にかかわりなく一定に制御するものである。
【００１５】
また、移動体は航空機であるものである。
【００１６】
また、宇宙局は地球を周回する衛星に搭載された衛星局であるものである。
【００１７】
また、衛星は静止衛星であるものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１はこの発明による送信電力制御装置とこれを備えた無線送信装置の構成を示し、１は
図示しない移動体、例えば航空機に搭載され衛星４に信号を送信する送信機、２は送信機
１の信号を衛星に向け送信するフェーズドアレイアンテナ、３は説明のため記載した送信
波、４はこの通信を行う対象の通信衛星（衛星局または宇宙局とも言う）であり静止衛星
であるか非静止衛星であるかは問わないが、説明の都合上ここでは静止衛星であるとして
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複数
と前記ビームの数とに

互いに異なる方向に向けて配置されるとともに、
互いに異なる角度に

前記宇宙局の方向に

数と、

前記ビームの数と



説明する。５は送信機１が搭載されている図示しない航空機の地球上の位置及び姿勢を出
力する慣性航法装置（移動体位置姿勢算出手段という）、６はフェーズドアレイアンテナ
２の指向パターンを制御する空中線制御器で、あらかじめ入力された通信衛星４の軌道情
報６１を記憶し、これをもとに衛星の現在の位置を算出する（宇宙局位置算出手段という
）。空中線制御器４は、また、移動体位置姿勢算出手段の出力と宇宙局位置算出手段の出
力とをもとに、フェーズドアレイアンテナ２のビーム方向を算出して制御するとともに、
地球局と宇宙局との間の距離をも算出する。
７は送信機１の出力を増幅する電力増幅器、９は送信機１と電力増幅器７との間に挿入さ
れた可変減衰器で、空中線制御器６からの信号により送信電力レベルを調整することがで
きる。
送信機１と可変減衰器９とフェーズドアレイアンテナ２と空中線制御器６と軌道データ６
１はこの発明に言う送信電力制御装置１００を構成している。
航空機地球局８はこの発明に言う無線送信装置である。
【００１９】
次に動作について説明する。
フェーズドアレイアンテナ２は、公知のとおり複数のアンテナ素子が面状（平面とは限ら
ない）に配列され、そのアンテナ素子の各々が位相制御されて励振されることにより、任
意の方向（但し放射が不十分となる方向が存在する場合もある）に放射を集中したビーム
を指向させることができる。図１では慣性航法装置５からの航空機の位置と姿勢データと
通信衛星の位置データ６１とにもとづき、空中線制御器６が通信衛星の方向を算出し、フ
ェーズドアレイアンテナ２を制御して通信衛星４の方向にビームが制御される。
【００２０】
このようにして制御されたビームの方向を変化させた場合の最大利得の包絡線７１を図２
に示す。図２はフェーズドアレイアンテナ２のビーム方向を－９０度から＋９０度まで変
化させた場合の利得の変化を示した図であり、アングル０度はアンテナ面に直交する方向
、アングル９０度は面に平行する方向である。図２に示すようにフェーズドアレイアンテ
ナ２の利得特性はアンテナ面に直交する方向から離れると、アンテナを見る見かけの面積
が減少するので（アンテナの形状にもよるが）ほぼ余弦曲線に近い特性で利得が低下する
。
図２の特性を　　Ａ（ｄｂ）＝ｋｆ（α）　　　　　　　　　　と表す。
ここでｋは定数である。
上記の角度αはこの航空機から（正確にはフェーズドアレイアンテナの面から）通信衛星
４を見る方向として空中線制御器６から常に出力される。
【００２１】
空中線制御器６の出力αは可変減衰器９にも出力され、可変減衰器９が制御される。図３
の７３はフェーズドアレイアンテナ２のビーム方向の変化に対する可変減衰器９の利得特
性の変化を示す。図３の特性は　　－９０＜α＜＋９０　　の範囲で
Ｂ＝－ｍ／ｆ（α）（ｄｂ）　　に設定されている。この特性は図２のフェーズドアレイ
アンテナ２の特性のカーブをキャンセルする特性になっている。
但し　　αが±９０度に近いとき、ｆ（α）がゼロに近くなり、Ｂは無限に大きくなるの
で実用にならない範囲が生じる。ゲインが安定する角度範囲は±８５度程度が限界となる
。
そして　Ｂ＜０（ｄｂ）　　　　　　であり、ｍは定数である。
この結果　　フェーズドアレイアンテナ２から送信される送信電力Ｐは
－９０＜α＜＋９０　　の範囲で
Ｐ＝ｍｋｆ（α）／ｆ（α）＝ｍｋ（ｄｂ）即ち、一定となる。これを図４に示す。これ
によりこの航空機地球局８を搭載した航空機の位置、姿勢の変化にかかわりなく（但し前
述のとおり、αが±８５度の範囲内で）、衛星に向かって放出される電波の電力密度は一
定となり、衛星４までの距離がほぼ一定なら、衛星４が受信する信号強度は常に一定とな
る。周知のとおり衛星４が静止衛星なら距離はほぼ一定である。
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【００２２】
図１の構成では、従来のように通信衛星４から地球局側へフィードバックするループを設
けていないので、貴重な通信衛星側からの送信チャンネルを制御のために使用すると言う
ことが無くなり、経済性が向上する。
また、常に一定の受信信号電界強度を確保できることから、必要以上に余裕を見た信号強
度に設定する必要が無くなり、必要最小限度の信号レベルに設定できることから他の局と
干渉して、他局の通信に妨害を与える可能性も減少する。
【００２３】
実施の形態２．
実施の形態１の説明では、通信衛星４がフェーズドアレイアンテナ２の面から８５度以上
の方向になった場合について説明していない。衛星の位置が地平線以下になる場合の対応
を考慮する必要がないことは当然であるが、航空機の姿勢によってはフェーズドアレイア
ンテナ２の８５度方向を越える方向に対して対応を要する場合が生じる。
一般に航空機に搭載される通信用フェーズドアレイアンテナ２は、図５に示すように、例
えば機体の両側に異なる方向に向けて２基以上が配置され、必要に応じて切り替え使用さ
れる。図は航空機を正面から見た図で、左右が水平を示す。図に於いて図示しない第１、
第２のアンテナはそれぞれ真上から４５度逆方向に傾けて配置されている。７４は第１の
アンテナがカバーする角度範囲で、７５は第２のアンテナがカバーする角度範囲である。
【００２４】
図６に実施の形態２による送信電力制御装置とこれを用いた無線送信装置の構成を示す。
図に於いて３９は第２の可変減衰器、３７は第２の電力増幅器、３２は第２のフェーズド
アレイアンテナである。なお、９、７、２はそれぞれ第１の可変減衰器、第１の電力増幅
器、第１のフェーズドアレイアンテナと呼ぶ。
第１、第２のアンテナの切り換えは空中線制御器６によって、一方のアンテナのアンテナ
素子への給電を遮断する（可変減衰器６、または３６により）ことで行われる。真上の範
囲の約８５度の範囲は第１、第２のいずれのアンテナでも対応することができるし、又、
両アンテナを（相互の位相を協調させるように考慮して）使用してもよい。
図７は角度範囲が０度の両側（－４５度～＋４５度）では両アンテナを同時に使用して、
角度が大きくなるにつれ、片方の送信電力を徐々に低減することにより、切替えのショッ
クが生じないようにした使用方法を示している。図７の縦軸は可変減衰器９の減衰レベル
を示している。
送信機１と可変減衰器９及び３９、フェーズドアレイアンテナ２及び３２、空中線制御器
６と軌道データ６１はこの発明に言う送信電力制御装置１００を構成している。
航空機地球局８はこの発明に言う無線送信装置である。
この構成とすることにより航空機の姿勢に関係なく、全天の視認可能な、如何なる位置に
ある衛星に対しても、制御可能な角度範囲で対応できる。
【００２５】
実施の形態３．
周知のとおり、ある程度の広がり角で放射された電波の電界強度は距離の２乗で減衰する
。
衛星が静止衛星の場合には地球局が地球表面上を移動しても、大した距離の変化は生じな
い。しかし、衛星が非静止衛星で、特に低軌道をとるものである場合には、地球局の位置
の変化による距離の差が大きくなり（例えば近い場合は数１００Ｋｍ，遠い場合は１００
００Ｋｍ程度）距離の近い地球局の電波が強すぎて、遠方の局の電波の受信が困難になる
場合がある。
【００２６】
実施の形態１で説明したとおり、空中線制御器６はフェーズドアレイアンテナ２のビーム
方向を算出する際、同時に地球局と衛星局との距離も算出可能であるから、フェーズドア
レイアンテナ２に入力する送信電力を距離の（１／２）乗に比例して制御すれば、衛星ま
での距離にかかわらず受信電界強度をより一定に制御できる。図８は距離の変化に対する
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可変減衰器９の減衰制御量
〔Ａ・（距離）１ ／ ２ 　 〕を示したものである。
縦軸のｍｋは実施の形態１の図４のｍｋと同じである。
実施の形態１で説明したビーム方向によるゲインの補正と、本実施の形態で説明した距離
による補正とをともに実施すると、ゲインの変化幅が極めて広くなり、可変減衰器６のみ
では対応できない可能性もある。このようなばあいには、図１の電力増幅器７による増幅
を併用して変化幅を大きくすればよい。
【００２７】
以上の説明に於いて、移動体は航空機として説明したが、艦船、車両あるいは他の人工衛
星であっても同様である。また、衛星局は静止衛星、非静止衛星のいずれであってもよい
だけでなく、必ずしも地球を周回する衛星に限定されず、他の惑星へと飛行を続ける宇宙
局であってもよい。
【００２８】
【発明の効果】
以上に説明したように、この発明の送信電力制御装置は、フェーズトアレイアンテナのビ
ーム方向と に応じて送信電力を制御する可変減衰装置を備えてい
るので、受信側の位置、 かかわらず受信電界強度を一定にすることができ
る。また、受信側からの送信を必要としない。
【００３０】
また、設置角度の異なる複数のフェーズドアレイアンテナを備え、

より、各フェーズドアレイアンテナの入力を制御しているので、移動体の広い角度での
姿勢変化に対してもビームの角度に係わりなく に於ける受信電界強度を一定にする
ことが出来る。
【００３１】
また、ビーム角度による制御だけでなく、衛星と地球局との距離に応じた制御を併用して
いるので、衛星が非静止衛星である場合でもビームの角度と距離に係わりなく衛星に於け
る受信電界強度を一定にすることが出来る。
【００３２】
また、設置角度の異なる複数のフェーズドアレイアンテナの

までの距離とにより制御しているので、移動体の広い角度での姿勢変化
に対しても に於ける受信電界強度を一定にすることが出来る。

【００３３】
また、無線送信装置は航空機に搭載されていて、その姿勢変化角度が大きくても衛星に於
ける受信電界強度を一定にすることが出来る。
【００３４】
また、衛星は地球を周回する衛星であり、その距離の変化が大きくても衛星に於ける受信
電界強度を一定にすることが出来る。
【００３５】
また、衛星は静止衛星であるので、距離の変化も小さく衛星に於ける受信電界強度を一定
にすることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態１による送信電力制御装置とこれを用いた無線送信装置の
構成図である。
【図２】図１のフェーズドアレイアンテナの特性図である。
【図３】図１の可変減衰器の特性説明図である。
【図４】図１の装置による衛星での受信電界強度の説明図である。
【図５】実施の形態２による送信電力制御装置の特性図である。
【図６】実施の形態２による送信電力制御装置とこれを用いた無線送信装置の構成図であ
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、相手宇宙局との距離と
相手局の位置に

各アンテナの方向を同
じ宇宙局の方向に向け、宇宙局方向に向いているアンテナの数と各アンテナの指向方向と
に

宇宙局

うち、宇宙局の方向に指向さ
せることのできたアンテナの入力を、指向させたアンテナの数と、各アンテナの指向方向
と、宇宙局 および
距離の変化 宇宙局



る。
【図７】図５の特性の場合のアンテナ電力の説明図である。
【図８】実施の形態３による距離による送信電力制御特性の説明図である。
【図９】従来の送信電力制御装置の構成図である。
【符号の説明】
１　送信機、　　２　アンテナまたはフェーズドアレイアンテナ、
４　通信衛星、　　５　慣性航法装置、　　６　空中線制御器、
７　電力増幅器、　８　航空機地球局（無線送信装置）
９　可変減衰器、　６１　通信衛星の軌道データ
１００　送信電力制御装置。 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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